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速報 令和4年度 税制改正解説

資産課税 固定資産税・都市計画税の減額措置の延長・拡充

1 ．改正の概要
（1）一定の改修を行った住宅に対する減額措置

（2）新築の認定長期優良住宅に係る減額措置

工事完了の翌年度分の家屋に係る固定資産税の減額措置について、適用期限が2年間延長されるとともに、省エネ

改修の適用対象等について所要の措置を講ずる。

固定資産税の１/２の減額措置の適用期間の優遇について、適用期限が2年間延長される。

一般住宅 認定長期優良住宅

戸建て 3年間 5年間

マンション 5年間 7年間

（参考 適用期間の優遇の概要、減額割合はいずれも１/２）

※ （）書きは認定長期優良住宅に該当することとなったものの減額割合

改正前 改正後

対象住宅
2008年（平成20年）1月1日

に存していた住宅

2014年（平成26年）4月1日に

存していた住宅

工事費用 50万円超 60万円超

（省エネ改修の適用対象の拡充）

（適用期限の延長）

改正前 改正後

1/2（2/3）

1/3（1/3）

1/3（2/3）

適用期限
減額割合

2022年（令和4年）3月31日まで 2024年（令和6年）3月31日まで

省エネ改修

バリアフリー改修

耐震改修

※

改正前 改正後

2022年（令和4年）3月31日まで 2024年（令和6年）3月31日まで

新築時期

新築の認定長期優良住宅


